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昨
年
の
九
月
、
「
女
性
よ
、
頑
張
れ
」
と
い
う
表
題
で
、
女
性
の
社
会
進
出
に
力
を
入
れ
よ
う
と
書
い

た
と
こ
ろ
、
二
月
に
「
森
発
言
問
題
」
が
起
き
た
。
そ
し
て
、
我
国
男
性
た
ち
の
意
識
の
遅
れ
が
話
題
と

な
っ
た
。 

  

明
治
以
来
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
明
治
十
年
代
の
自
由
民
権
主
義
者
も
ほ
と
ん
ど
が
男
権
主
義
者
だ

っ
た
と
い
う
。
女
権
拡
張
論
者
だ
っ
た
岸
田
俊
子
が
明
治
十
七
年
に
こ
う
書
い
て
い
る
。 

「
世
の
自
由
を
愛
し
民
権
を
重
ん
ず
る
の
諸
君
に
問
わ
ん
、
・
・
・
こ
の
男
女
同
権
の
説
の
み
に
至
り
て

は
守
旧
頑
固
の
党
に
結
合
な
し
玉
う
ぞ
」 

 
 

明
治
三
十
年
代
に
入
る
と
、
高
等
女
学
校
令
が
交
付
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
社
会
で
活
躍
す
る
女
性
を
育

て
る
の
で
は
な
く
「
良
妻
賢
母
」
を
つ
く
る
の
が
目
的
と
さ
れ
た
。
こ
の
「
良
妻
賢
母
」
の
言
葉
は
、
明

治
時
代
の
い
つ
誰
が
作
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
響
き
の
良
い
言
葉
は
戦
後
も
長
く
生
き

続
け
女
性
の
社
会
進
出
の
足
か
せ
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

明
治
三
十
年
代
に
文
部
大
臣
と
な
っ
た
菊
地
大
麓
は
、
「
男
女
同
権
」
と
い
う
語
は
忌
ま
わ
し
い
が
、

「
男
女
同
等
と
い
う
語
は
実
に
至
当
な
も
の
で
・
・
・
・
・
・
男
子
に
は
そ
の
本
分
が
あ
り
女
子
に
は
女

子
の
本
文
が
あ
る
」
と
述
べ
た
。
こ
の
種
の
性
別
役
割
分
担
論
が
主
流
だ
っ
た
。 

 
 

明
治
民
法
に
お
い
て
も
、
戸
主
の
権
限
は
大
き
く
、
妻
の
権
利
は
離
婚
請
求
権
な
ど
制
限
さ
れ
た
。
エ

マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
は
、
家
族
構
成
の
歴
史
的
構
造
が
、
現
代
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
。
日

本
と
ド
イ
ツ
は
直
系
家
族
構
造
で
長
男
が
家
を
継
ぎ
権
威
を
重
ん
じ
る
。
日
本
は
特
に
大
家
族
制
度
だ
っ

た
た
め
女
性
は
舅
姑
の
面
倒
も
看
な
け
れ
ば
な
ら
ず
縦
横
縛
ら
れ
る
構
造
だ
っ
た
。
英
米
は
家
族
が
核
構

造
だ
っ
た
た
め
自
由
・
平
等
の
価
値
観
が
生
ま
れ
た
。
日
本
も
、
戦
後
に
な
っ
て
核
家
族
が
主
流
を
占
め

る
よ
う
に
な
り
、
初
め
て
女
性
が
家
か
ら
解
き
放
た
れ
た
と
い
え
よ
う
。 

  

さ
ら
に
、
我
国
の
民
主
主
義
も
戦
後
の
占
領
政
策
が
後
押
し
し
た
力
が
大
き
い
。
内
か
ら
湧
き
出
た
も

の
で
は
な
い
た
め
男
女
同
権
の
意
識
の
醸
成
も
手
間
取
っ
た
。 

 

今
回
の
事
件
を
好
機
と
捉
え
、
男
女
共
に
意
識
改
革
を
徹
底
し
女
性
進
出
の
大
き
な
契
機
と
し
た
い
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